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第Ⅱ章において本県が目指す木材利用の姿と、そのために解決すべき課題を

整理しました。本章では、それらを踏まえ、今後、本県が木材利用を進めるにあ

たって指針となるロードマップを示します。 

 

ロードマップの構成 

 

ロードマップについては短期、中期、長期に分け、以下の３つのフェーズで整理

しています。 

 

・短期（～2030 年）：木材利用促進の基盤整備フェーズ 

・中期（～2040 年）：木材利用の発展的展開フェーズ 

・長期（～2050 年）：木材利用の普及・定着フェーズ 

 

なお、第Ⅱ章で整理した以下の課題について、各項目で対応する形でとりまとめ

ています。 

   目指す姿を達成するための課題 

課題①：木材の持つ良さを広く認識してもらうための普及啓発活動 

 課題②：木材利用を促進させるインセンティブ制度の構築 

課題③：木造建築を担う設計・施工業者やコーディネーターの確保 

課題④：木材需給バランスの最適化を目指した森林資源（大径材） 

の活用 

課題⑤：木材に関わる新たなサプライチェーンの構築 
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課題解決のためのロードマップ（全期間） 
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Ⅰ
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第
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2023年~ 2025年~ ~2030年 ~2040年 ~2050年

（８）県産木材の大径化を踏まえた横架材等への
活用促進

（４）木材利用の機運醸成のための建築業界と木材
産業界の連携

課題④ 木材需給バランスの最適化を目指した森林資源（大径材）の活用

課題⑤ 木材に関わる新たなサプライチェーンの構築

課題③ 木造建築を担う設計・施工業者やコーディネーターの確保

課題② 木材利用を促進させるインセンティブ制度の構築

（１）木材利用のシンボルとなるような顕彰制度の
整備

（５）木造・木質化のノウハウ・知見の向上を通じた
専門人材の育成

（２）消費者の志向に重点を置いた普及啓発活動

課題① 木材の持つ良さを広く認識してもらうための普及啓発活動

（３）対象建築物ごとの客観的な評価方法に基づく
エビデンスの活用

（１）ESG投資からインパクト投資へ、

成⾧産業としての林業・木材産業

短期：木材利用促進の基盤整備フェーズ 中期：木材利用の発展的展開フェーズ ⾧期：木材利用の普及・定着フェーズ

（７）寸法精度・品質の統一された信頼性ある
木材の流通体制の確立

（１）「Wood Cityあいち」
モデルの要件設定と
インセンティブの検討

（３）「サプライチェーン」から「バリュー
チェーン」への移行促進（再掲）

（２）他業種・他業界との連携による木造・
木質化の市場拡大

（２）木造建築の熟成期と日本の木の

文化の再興

（３）愛知県の2050年以降の社会を

見据えた木材利用の持続的発展

※⾧期の各取組は全ての課題に対応

（６）中大規模建築物等に対応した
木材の標準規格づくりと普及
啓発

（１）木材利用のシンボルとなるような顕彰制度の
整備（再掲）

（２）消費者の志向に重点を置いた普及啓発活動
（再掲）

顕彰制度の継続

（１）木材利用のシンボルとなるような顕彰制度の
整備（再掲）

（４）木材利用の機運醸成のための建築業界と木材
産業界の連携（再掲）

（４）木材利用の機運醸成のための建築業界と木材
産業界の連携（再掲）

（７）寸法精度・品質の統一された信頼性ある
木材の流通体制の確立（再掲）

（２）他業種・他業界との連携による木造・
木質化の市場拡大（再掲）

（６）中大規模建築物等に対応した
木材の標準規格づくりと普及
啓発（再掲）

消費者志向重視の普及啓発活動の継続

モデルの認定

（１）「Wood Cityあいち」
モデルの要件設定と
インセンティブの検討
（再掲）

モデルの認定

（１）「Wood Cityあいち」
モデルの要件設定と
インセンティブの検討
（再掲）

モデルの認定

（１）「Wood Cityあいち」
モデルの要件設定と
インセンティブの検討
（再掲）

モデルの認定

（１）「Wood Cityあいち」
モデルの要件設定と
インセンティブの検討
（再掲）

モデルの認定

顕彰制度の継続

消費者志向重視の普及啓発活動の継続

寸法・品質の統一された木材の一般化

大径材利用の一般化

連携の深化

連携の深化

寸法・品質の統一された木材の一般化

普及啓発の継続

普及啓発の継続

人材育成の継続

連携の深化

対象建築物ごとの評価方法・エビデンスの普及・浸透

顕彰制度の継続

（９）木材利用に関わる「サプライチェーン
マネジメント」体制の整備

（３）「サプライチェーン」から「バリュー
チェーン」への移行促進
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１ 短期（～2030 年）： 
木材利用促進の基盤整備フェーズ 

 

2030 年までの期間については木材利用促進の基盤整備を図る短期フェー

ズとして設定します。この期間中には、木材利用に関する現在の各課題に向

けて取組を進めていきます。 

 

○短期（木材利用促進の基盤整備フェーズ）に係るロードマップ 
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2023年~ 2025年~ ~2030年

（８）県産木材の大径化を踏まえた横架材等への活用促進

（４）木材利用の機運醸成のための建築業界と木材産業界の連携

課題④ 木材需給バランスの最適化を目指した森林資源（大径材）の活用

課題⑤ 木材に関わる新たなサプライチェーンの構築

（９）木材利用に関わる「サプライチェーンマネジメント」体制の整備

課題③ 木造建築を担う設計・施工業者やコーディネーターの確保

課題② 木材利用を促進させるインセンティブ制度の構築

（１）木材利用のシンボルとなるような顕彰制度の整備

（５）木造・木質化のノウハウ・知見の向上を通じた専門人材の育成

（２）消費者の志向に重点を置いた普及啓発活動

課題① 木材の持つ良さを広く認識してもらうための普及啓発活動

（３）対象建築物ごとの客観的な評価方法に基づくエビデンスの活用

短期：木材利用促進の基盤整備フェーズ

（７）寸法精度・品質の統一された信頼性ある木材の流通体制の確立

（６）中大規模建築物等に対応した木材の標準規格づくりと普及啓発

（１）木材利用のシンボルとなるような顕彰制度の整備（再掲）

（２）消費者の志向に重点を置いた普及啓発活動（再掲）

（１）木材利用のシンボルとなるような顕彰制度の整備（再掲）

（４）木材利用の機運醸成のための建築業界と木材産業界の連携（再掲）

（４）木材利用の機運醸成のための建築業界と木材産業界の連携（再掲）

（６）中大規模建築物等に対応した木材の標準規格づくりと普及啓発（再掲）

（７）寸法精度・品質の統一された信頼性ある木材の流通体制の確立（再掲）
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（１）木材利用のシンボルとなるような顕彰制度の整備（対応課題①②③） 

顕彰制度は斬新なデザインによるアイキャッチや、新しい技術の普及の

みならず、設計者、デザイナーや施主が抱いている木材利用を通した環境意

識や地域活性化への思いを評価する制度としても有効です。 

本県では、県産木材を活用した施設等を対象とした顕彰制度として「あい

ち木づかい表彰」制度を創設していますが、木材利用に係るアイデア等にも

範囲を広げて募集・評価するコンテストやアワードの設置と実施を検討し

ます。 

幅広い関係者の参画とモチベーションアップにつなげるため、「県産木材

の活用のデザインやそのストーリー」、「川上～川中～川下連携の良質なモ

デル」、「新たな技術や工法の導入」、「新たなライフスタイルの提案・提供」

等の先進事例を掘り起こしてアピールし、県民にその広報と木材に関心を

もってもらうための「Wood City あいちアワード」のような制度が考えられ

ます。 

 

 

<取組内容＞ 

・既存の「あいち木づかい表彰」制度を昇華させた「Wood City あいちアワ

ード（仮称）」制度の創設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wood City あいち 

第
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第
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 Wood City あいちアワード（イメージ） 

県産材活用のデザインや
ストーリーを伝えている

作品・事例 

川上～川中～川下
連携の先駆的な 

作品・事例 

新しい技術や工法を活用
している作品・事例 

県民のメリットや新たな
ライフスタイルに提案が

ある作品・事例 

地域・事業者の 
レベルアップ 

県民・社会へ
の発信 
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【事例紹介：ウッドデザイン賞】 

木を使うことによって、社会課題の解決を目指す活動を、「ウッドデザイン

（Wood Design）」と定義し、木を生かして、新たな時代の価値をデザインす

る先進事例を公募、評価、公表する顕彰制度が「ウッドデザイン賞」です。

同賞は、木の良さや価値を、デザインの力で再構築することを目的として、

優れた建築・空間や製品、活動や仕組み、研究等を広く社会や消費者、市民

に広めることを目的としています。 

これまでの受賞数は 1500 点を超えており、建築・空間を始め、技術・建材

や木製品、コミュニケーション（活動や仕組み）、調査・研究の幅広い分野で

募集されています。 
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（２）消費者の志向に重点を置いた普及啓発活動（対応課題①②） 

消費者に木材の良さや木材利用の意義を普及啓発するためには、消費者

の志向性に注視する必要があります。 

近年、エシカル消費（※）等の「ソーシャル志向」、地産地消等の「地域

志向」、個々人の自分らしさやライフスタイルに合わせた「本物・こだわり

志向」、顔の見える消費等の「つながり志向」等の多様な消費行動が生まれ

つつあります。こうした消費者の志向を踏まえながら、県産木材活用への共

感を醸成するために、 

① 木材の性能・効能等の、利用者の暮らしを豊かにする木の情報 

② 林業から木材の生産・加工等の多様な作り手の技や想いの情報 

③ 「木のある社会・街・暮らし」の魅力を想起できるユーザー視点の

情報 

といった情報を的確に消費者に発信し、理解を得ることが重要です。 

また、企業においては消費者のこうした志向に合わせ、積極的に木を使う

姿勢をアピールすることで、自社のブランド価値も高まり、消費者からの支

持を得ることができます。 

※エシカル消費：倫理的消費のことで、消費者それぞれが社会的課題の解決を考慮したり、課題に取   

り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと。 

 

<取組内容＞ 

・木育、木の空間体験から「木のファン」への流れをつくるコミュニケーシ

ョン手法の検討・導入 

 

・地域性のアピールや、

顔の見える関係等、県

産木材ならではの優位

性を生かした消費者戦

略の展開 
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木造・木質空間や木製品の 
体験・利用のシーン 

県内の 
自然、環境 

森林・林業の
仕事 

職人・
技への
敬意 

木材が届くまでのストーリー 愛知県の歴史・文化 

県産木材の「ファン」づくりのためのコミュニケーション 
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（３）対象建築物ごとの客観的な評価方法に基づくエビデンスの活用 

（対応課題①） 

木材利用の効果には様々なものがありますが、建築物の用途や利用者の

立場（設置者・利用者等）によって重視する効果は異なります。民間事業者

に木造・木質化を働きかけていくためには、業種・業態ごとに木材を使うメ

リット等を明確化して示すことが重要です。 

様々な立場から必要とされるメリットや効果等の情報をできる限り「見

える化」して客観的かつ定量的に示すことが重要です。 

林野庁においても、建築物の用途ごとに木造・内装木質化の効果とその検

証データがとりまとめられており、こうした事例を本県でも整理し、木材

に関わる事業者に対して提供していくことが重要です。 

 

<取組内容＞ 

・先進的な木造・内装木質化建築物における継続的なデータ収集と分析、エ

ビデンス化の推進 

・施主側に対してエビデンスを活用した提案書・設計アイデア等の提示を可

能とする方法の開発・提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内装木質化による飲食店での集客効果試験の様子 
（資料:令和 2 年度内装木質化等の効果実証事例集（公益財団法人日本住宅・木材技術センター） 
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【事例紹介：資料「内装木質化した建物事例とその効果」】 

 

 林野庁が実施した非住宅建築物の木造化・内装木質化事例を調査・検

証し、建築物の用途別に木材が人の様々な側面に対する影響について分

かりやすくとりまとめたものです。 

 建物利用者の「心理面」「身体面」「衛生面」「学習・生活面」等、木

材が与える影響を項目ごとに検証しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「内装木質化した建物事例とその効果」から抜粋 
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（４）木材利用の機運醸成のための建築業界と木材産業界の連携 

（対応課題③④⑤） 

民間事業者による木造・木質化のさらなる推進のためには、設計・施工者

と木材産業者等の関係事業者が連携して安定的な木材供給を可能とする必

要があります。そのためには、木材供給の「コーディネート」機能とともに、

木材に関心を持った施主に対して木造・木質化の提案を的確に行えるよう

にする「ファシリテート（※）」機能を発揮できる体制を整える必要があり

ます。 

関係事業者で建築物の用途・規模・構造等の別ごとに特化した「木造・木

質化の専門チーム」を設置することで、施主の要望を丁寧に汲み取りやすく

なります。 

この取組の推進には設計側の意識向上も不可欠で、林業の現状や製材・加

工のプロセス、木の特性等、木材を総合的に理解しておくことがランニング

コストの削減や施工後のクレーム回避のためには重要です。 

（※）ファシリテート：「進める」「促進する」と言う意味を持つ言葉で、「研修や会議・ミーティング

等、さまざまな話し合いの場を円滑に進めるための手法」を表します。 

 

<取組内容＞ 

・設計・施工者と木材産業者が連携して、施主側に対して木造・木質化を的

確に提案できるよう「コーディネート・ファシリテート」機能を発揮する

体制を整える。 

・連携にあたっては建

築物の用途・規模・構

造等の別に特化した

「木造・木質化の専門

チーム」を形成し、施

主の要望に高いレベ

ルで対応できるよう

な体制を目指す。 
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 店舗 

  こども園 
   ・学校    庁舎    病院 

   ホテル 

用途・ニーズごとの専門家チームによる木造・木質化の推進 

建築業界 木材産業界 連携 
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（５）木造・木質化のノウハウ・知見の向上を通じた専門人材の育成 

（対応課題③） 

建築物等への木材利用を進めるためには、木材・木造建築に係る基礎を学

ぶ専門教育の場が必要ですが、現状では大学等において、体系的に木材・木

造建築の人材を育成する講座等がほとんど存在していません。このため先

進事例の見学や、木材を知り、使うための講座等、知見やノウハウを共有

し、蓄積する場を充実させる必要があります。 

また、木造建築の専門人材育成にあたっては、設計・施工技術だけでなく、

SDGs やカーボンニュートラル等の社会的背景を理解し、経済性や社会貢献

等、様々な面で施主の利益につながるプランを提案できるような人材の育

成が重要です。具体的には、以下の点での知見を踏まえた提案ができる人

材が求められています。 

・コスト面でのメリットを訴求： 

  木材についての知見を持ち、S 造や RC 造に比べて建築コストが高いと

いう既成概念を払拭できる人材 

・環境面でのメリットを訴求： 

木材による炭素貯蔵機能や、S 造や RC 造を木造に代替することによる

CO2排出量の削減について数値化、定量化して説明ができる人材 

・利用者のメリットを訴求： 

木質空間がもたらす利用者のウェルビーイング（※）向上等、木材の効果

効能と空間の利用者やワーカーにとってのメリットを提案できる人材 

・企業の社会的責任への訴求： 

SDGs への取組の必要性や、森林認証を受けた森林から生産された木材

及びクリーンウッド法を遵守した木材の活用の意義等、木材利用を通し

た企業の社会的責任について提案ができる人材 
このほか、（３）でも触れましたが、業種・業態ごとのメリットを明確化

することも重要で、各々の用途に合わせたメリット等を明確に施主に提案

できるような人材を育成するプログラムが必要です。 

本県には名古屋市を中心とした大都市圏があるため、オフィスや商業施

設の需要のほか、インバウンド向けの観光・宿泊施設等の需要に対応でき

る人材を育成するための講座を充実させる必要があります。 

（※）ウェルビーイング：心身と社会的な健康を表す概念のこと 
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<取組内容＞ 

・木材・木造建築に係る基礎を学ぶ専門教育の場の設置に向けた検討 

（特に環境面、利用者メリット、企業の社

会的責任についての提案が可能な人材

の育成） 

・施設の種別（用途）ごとに木造・木質化

のメリット等を施主に対して提案でき

るような人材を育成する講座の検討 

 

 

 

（６）中大規模建築物等に対応した木材の標準規格づくりと普及啓発 

（対応課題③⑤） 

公共建築物だけでなく、商業施設やホテル等の中大規模建築物を木造で

建てる場合、使用する木材が大量となり、工程に応じた納品が求められるこ

とから、円滑に調達できることが重要です。確実な納品とコスト削減のた

め、S造や RC 造と同様に規格や工法の標準化を進める必要があります。 

また、現状では中層の建築物は地域の建設会社等が手がけていることか

ら、中層建築物を木造化していくためには、地域の建設会社等が木造に対応

できるようになることが重要です。しかしながら、地域の建設会社には木造

に精通した建築士は少なく、オープン技術で設計・施工が可能な、標準的な

木造化モデルの作成・普及が求められています。 

現在、林野庁においてこう

した規格化・標準化が進めら

れており、パッケージ化を本

県においても連携して進め

るとともに、地域の建設会社

を始め、関係する事業者に対

して普及していくことで、中

大規模建築物の木造化が進

みます。 
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中大規模木造建築の建材の標準
規格化、オープン技術による設
計・施工が可能な標準的な木造化
モデルの普及 



41 

 

<取組内容＞ 

・寸法等の標準化・規格化に向けた連携体制の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）寸法精度・品質の統一された信頼性ある木材の流通体制の確立 

（対応課題④⑤） 

建築には強度等の性能の担保はもちろんのこと、工期の短縮が求められ

るようになっており、木造・木質化の推進に当たっては、現場での現物合わ

せ加工が不要な寸法精度・品質の高い木材の安定的な供給が必要です。ま

た、そうした木材を活用することで施工後の計画的なメンテナンスが可能

となり、顧客からのクレーム回避にもつながります。 

2025 年には建築基準法改正に伴い、これまで２階建て住宅等において適

用されていた、建築確認申請時の構造上の安全性確認審査の省略、いわゆ

る「４号特例」が縮小され、安全性に関する確認資料の提出が必要となるこ

とから、品質が保証された木材が確実に調達できることが従来にも増して

重要となります。 

こうした情勢を踏まえ、寸法・品質の担保となる JAS 製品の供給体制の

充実強化を急ぐ必要があります。 
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中大規模木造建築物では
設計は個別対応、仕様や必
要な材がばらばらの状態 

中大規模木造建築用
の規格部材の整備、コ
スト低減 

用途、立地に適した標
準的な中大規模木造
建物の設定 

オープン技術による、汎
用性ある標準的構法の
確立 

標準化やモジュール化、
量産できる一般流通材
の製品化 

中大規模木造建築の建材の標準規格化 
オープン技術による、設計・施工が可能な標準的な木造化モデルの普及 

設計事務所 

ゼネコン 

工務店 

製材工場 木材生産事業者 木材加工事業者 

ゼネコン 

工務店 
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＜取組内容＞ 

・JAS 製品の有効性・信頼性について建築業界

へ普及啓発活動を実施 

・県内の JAS 認定工場の増加等、県産木材の

JAS 製品比率を高める取組を推進 

 

 

 

（８）県産木材の大径化を踏まえた横架材等への活用促進（対応課題④） 

県内の人工林資源は高齢・大径化が進んできています。一方、県産木材や

国産材は、柱や土台用、集成材のラミナ用が主な用途となっており、これら

は直径が 28cm 位までの丸太から作られることから、直径が 30cm を超える木

材の活用方法について検討する必要があります。 

梁や桁等の横架材は、断面積が大きくなることから、大径材の用途として

期待されます。 

第Ⅰ章でも触れましたが、大手住宅メーカーでは現在、梁や桁等の住宅用

横架材について国産材の活用が進んでいませんが、こうした部材もスギ・ヒ

ノキでの対応が可能であることが技術的にも実証され、事例もあることから、

積極的に横架材等への県産木材の活用を促進する必要があります。 

 

<取組内容＞ 

・高齢化した森林の増加を踏まえ、大

径化した県産木材の利用方法につい

て検討・検証を進める。 

・横架材等の県産木材の活用が進んで

いない分野において普及啓発活動を

進めるとともに、木材利用に対する

支援策を検討する。 
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写真：(一社)全国木材組合連合会 
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（９）木材利用に関わる「サプライチェーンマネジメント」体制の整備 

（対応課題⑤） 

林業・木材産業界は、様々な工程や流通を経て木材製品が工務店や住宅メ

ーカー等へ届く「水平分業型サプライチェーン」が主流で、加工流通の過程

でそれぞれの事業者が利益を確保するために、木材製品の価格が上がる一

方で原料となる丸太の代金として森林所有者に還元される金額は少なくな

りがちです。 

これは、県産木材や国産材の木材製品の価格が外材の木材製品やその他

の素材の製品価格とのバランスで決まり、加工・流通に関わる事業者が経

費や利益を差し引くことで丸太の価格が決まるためです。このため、森林

所有者の森林経営への関心が薄れ、木材生産に対して消極的となるような

事例がみられます。 

人工林資源の有効利用を図るためには、こうした状況を解消する必要が

あります。そこで、サプライチェーンの各段階における適正な取引を管理

する「サプライチェーンマネジメント」の取組を進め、森林所有者や木材生

産者、木材加工事業者、工務店等の木材利用に関わる全ての関係者におい

て適正な利益分配が担保されるような体制の整備を進めることが重要です。 

木材はサプライチェーンが複雑化しており「顔の見える関係」が関係者間

で作りにくいため、「コーディネートやファシリテート機能」を木材流通に

取り込む方策ができれば意識改革の機会になると考えられます。 

全国的にみると、ICT を活用して川上～川下までの需給情報を関係者間で

公表・共有し、一気通貫で繋ぐような仕組みに取り組んでいる事例もあり、

このような公正・公平な取引を促す情報の「見える化」の取組も重要となっ

ています。 
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<取組内容＞ 

・木材の生産流通におけるサプライチェーンマネジメント（SCM）体制の

構築 

・ICT を活用した生産～流通～利用までを一気通貫で繋ぐ仕組みの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：（一財）日本木材総合情報センター「木材サプライチェーンマネジメントの先進的な事

例調査報告書」 
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２ 中期（～2040 年）： 
木材利用の発展的展開フェーズ 

 

ロードマップ中期においては、県内に様々な用途の施設、建物が木造・木

質化され、そのメリットを全県民が享受し始めることが可能となる段階と考

えられます。 

2040 年という時期は SDGs の達成目標年度の 2030 年から 10年後というタ

イミングで、持続可能な社会構築の基盤が整っている状況が想定されます。

持続可能な社会の中で、全県民にウェルビーイングをもたらす木材利用を深

化するためのモデルとして提唱する「Wood City あいち」を実現するための

発展的展開のフェーズと位置づけます。 

   

○中期（木材利用の発展的展開フェーズ）に係るロードマップ 
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~2040年

課題④ 木材需給バランスの最適化を目指した森林資源（大径材）の活用

課題⑤ 木材に関わる新たなサプライチェーンの構築

課題③ 木造建築を担う設計・施工業者やコーディネーターの確保

課題② 木材利用を促進させるインセンティブ制度の構築

課題① 木材の持つ良さを広く認識してもらうための普及啓発活動

中期：木材利用の発展的展開フェーズ

（３）「サプライチェーン」から「バリューチェーン」への移行促進（再掲）

（２）他業種・他業界との連携による木造・木質化の市場拡大

（２）他業種・他業界との連携による木造・木質化の市場拡大（再掲）

（１）「Wood Cityあいち」モデルの要件設定とインセンティブの
検討 モデルの認定

顕彰制度の継続

消費者志向重視の普及啓発活動の継続

対象建築物ごとの評価方法・エビデンスの普及・浸透

顕彰制度の継続

消費者志向重視の普及啓発活動の継続

（１）「Wood Cityあいち」モデルの要件設定とインセンティブの
検討（再掲）

モデルの認定

顕彰制度の継続

建設業界と木材業界の連携の深化

人材育成の継続

中大規模建築の標準規格に関する普及啓発の継続

（１）「Wood Cityあいち」モデルの要件設定とインセンティブの
検討（再掲）

モデルの認定

大径材利用の一般化

建設業界と木材業界の連携の深化

（１）「Wood Cityあいち」モデルの要件設定とインセンティブの
検討（再掲） モデルの認定

（１）「Wood Cityあいち」モデルの要件設定とインセンティブの
検討（再掲）

モデルの認定

建設業界と木材業界の連携の深化

中大規模建築の標準規格に関する普及啓発の継続

（３）「サプライチェーン」から「バリューチェーン」への移行促進

寸法・品質の統一された木材の一般化

寸法・品質の統一された木材の一般化
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（１）「Wood City あいち」モデルの要件設定とインセンティブの検討 

（対応課題 全項目） 

課題解決のための短期フェーズの取組を深化させ、木材利用を先進的かつ

持続可能なものとするためには、本県の特徴を生かした独自の「モデル」を

設定し、その成果を波及させていくことが有効です。 

具体的な例として川上から川下までの以下の７つの点について、木材利用

に係る取組を評価した上で、パッケージ化して「モデル」として認定します。

認定にあたっては、項目ごとにポイント付けして評価し、事業者に対して「高

み」を目指す動機付けとなるような仕組みとすることが必要です。 

① 共通規格化された木材の活用 

木材は断面寸法や長さ、品質で膨大な数の規格があります。規格を整

理し製品アイテムを絞ることで、設計や加工流通プロセスの合理化に

よる木材製品の価格低下と調達の安定につながります。 

② 川上～川下までをつなぐネットワークの活用 

現状では木材のサプライチェーンが複雑で、コストが掛かり増しにな

る等の課題があることから、山元からユーザーである工務店やビルダ

ー等までをネットワーク化して流通の合理化を促進し、ユーザーが木

材を使いやすくするとともに森林所有者の所得向上を図ります。 

③ 施主が木材を身近に感じるための生産者とのマッチングの活用 

森林所有者や伐採者、加工者等、流通に関わった事業者を明示して、ユ

ーザーが木材を身近に感じ、積極的に選んでもらえるようにします。 

④ 木材に係るトレーサビリティの見える化 

木材のトレーサビリティを明らかにすることで③の効果とともに流

通・加工過程で発生した CO2量の見える化や、合法性の説明がしやすく

なります。 

⑤ 構造から内装、設備、調度品等の木材によるトータルコーディネート 

山元から生産された木材を余すことなく使い切るため、様々な用途に

対応した利用を進めます 

⑥ カーボンニュートラルやSDGsへの取組の貢献度に応じた認定制度の創設 

ESG 投資やインパクト投資を呼び込むために木材の利用量、それによる

CO2の排出量、吸収量等を認定することで信用度を増すことができます。 
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⑦ CO₂固定量や森林整備への貢献度に基づき、木造建築物を「環境不動産」

として認定し、優遇する制度の創設 

木造建築物を環境への影響が小さい不動産として認定し、建築制限の

緩和や税の軽減等の優遇制度により、木造建築物を普及していきます。 

 

<取組内容＞ 

・都市の木造・木質化のさらなる促進と持続可能な県産木材利用を達成する、

愛知県独自の都市の木造・木質化の先導的な取組を「Wood City あいち」

モデルとして体系化して認定する。 

・同モデルを導入、採用することで企業ブランディングや ESG 投資への訴

求、カーボンニュートラルへの貢献や地域経済活性化への寄与等の社会的

価値の向上につながることを「見える化」する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Wood City あいち」モデル（例） 

③施主と生産者のマッチングの 
取組 

②川上～川下をつなぐネット 
ワークの活用 

④木材トレーサビリティの 
「見える化」 

① 共通規格化された木材の活用 ⑤構造から内装、設備、調度品まで 
木材によるトータルコーディネート 

⑥SDGs 等への貢献度に応じた 
認定制度 

⑦木造建築物を「環境不動産」として 
認定・優遇する制度 
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（２）他業種・他業界との連携による木造・木質化の市場拡大（対応課題①④） 

 

木材利用が関係する産業や分野は多岐にわたります。鉄やコンクリートか

ら木材への転換に留まらず、より広い視野で市場開拓を行っていく必要があ

ります。 

社会課題（地域活性化、少子高齢化、安全・事故防止、働き方改革、健康

寿命延伸等）の解決に対して、多種多様な事業者が参画しますが、木材の特

性を生かすことができる提案を積極的に行い、木材のマーケットを広げ、林

業・木材産業の新たなビジネスモデルを構築していくことが、今後の林業・

木材産業の成長産業化を推し進めるうえで不可欠と言えます。 

農林水産省では、農山漁村の活用可能な地域資源を、スポーツや観光とい

った他分野と組み合わせること等により、新たな活用法を見いだす「農山漁

村発イノベーション対策」を実施しています。 

これは、地域における新たな事業や雇用機会を創出して多様な事業者が連

携するもので、ソフト・ハードの両面での支援、サポートセンターの設置や、

専門家(プランナー)による伴走支援等、多様なメニューで地域の実情・ニー

ズに応じた支援を行っています。 

本県の木材利用においても、他業種・他業界との連携によって木造・木質

化市場を拡大し、森林資源を多種多様に活用した新事業等の付加価値創出を

促進することで、林業に関わる事業者の所得と雇用機会の確保を図っていき

ます。 
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資料：「令和４年度版農山漁村発イノベーション対策の活用について」

（農林水産省） 
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<取組内容＞ 

・「健康・医療×木材利用」「観光・旅行×木材利用」「教育・文化×木材利

用」「アウトドア・スポーツ×木材利用」等、多様な事業分野との連携を

前提とした、施設、空間、環境における木材利用促進の実現。 

・県内のあらゆる分野の事業主体が木材利用のプレイヤーとなりうること

から、大都市圏における空き家・空きビル等を活用したリノベーション

(※)事業や、健康寿命増進サービスの木質空間活用、地元食材の飲食店舗

の木造・木質化等、木材の魅力を活用して自社ビジネスの活性化を図る協

賛者を増やしていく。 

 

（※）リノベーション：既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を 

向上させたり付加価値を与えること。 
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他業種・他業界との連動による木造・木質化の市場拡大 

健康・医療分野との連携 

観光・旅行分野との連携 

教育・文化分野との連携 

子育て分野との連携

アウトドア・スポーツ分野との連携 

ワーケーション・移住促進分野との連携 
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（３）「サプライチェーン」から「バリューチェーン（※）」への移行促進 

（対応課題①⑤） 

短期フェーズにおいて取り組んだサプライチェーンマネジメントの取組

をさらに進化させる取組として、従来の「サプライチェーン」の概念を「バ

リューチェーン」へと進化させる取組を進めます。 

具体的には、短期フェーズ「（２）消費者の志向に重点を置いた普及啓発

活動」において消費者の志向に合わせた普及啓発活動を提案していますが、

多様な志向を持つ消費者をサプライチェーンの関係者全員が理解し、消費

者やマーケットまでも取り込んだ「バリューチェーン」へと進化を図ること

で、「資材としての木材」から消費者が「繋がりを感じられる木材利用」へ

と価値が上がり、木材に関わる全ての事業者に適正な利益が分配され、県産

木材の安定供給に繋げることが期待できます。 

※バリューチェーン：原材料の調達、製造・加工、出荷配送、マーケティング、販売、アフターサービ

ス等の一連の事業活動を、個々の工程の集合体ではなく、価値(Value)の連鎖(Chain)として捉える考

え方のこと。 

<取組内容＞ 

・農山村地域と都市を結ぶ交流機会の創出 

・木材に関わる全ての関係者による木材の生産・加工、木造建築等に関する 

「共創型」参画モデルの浸透 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域材活用を促進する「交流共創志向のバリューチェーン」概念図 
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３ 長期（～2050 年）： 
木材利用の普及・定着フェーズ 

 

2050 年までの目標年に到達するロードマップ長期フェーズにおいては、

県内で木材利用が普及・定着している状況になっていることが望まれ、その

ために林業・木材産業の成長産業化を軌道に乗せて、基幹産業の一つとして

定着させていく必要があります。 

そのためには、常に関係事業者の経営効率化、規模最適化を目指し、健全

な競争が行われる状態を保つとともに、木の成長には数十年という年月が必

要で、林業経営は長期にわたる投資となるため、利潤をあげることができる

体制を確立した上で、株式市場等からの資金調達も必要となります。本県の

林業・木材産業がそうした動きに対応して進化していく状況を目指します。 

 

 

○長期（木材利用の普及・定着フェーズ）に係るロードマップ 
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～2050年

（１）ESG投資からインパクト投資へ、成⾧産業としての林業・木材産業

⾧期：木材利用の普及・定着フェーズ

（２）木造建築の熟成期と日本の木の文化の再興

課題① 木材の持つ良さを広く認識してもらうための普及啓発活動

課題② 木材利用を促進させるインセンティブ制度の構築

課題③ 木造建築を担う設計・施工業者やコーディネーターの確保

課題④ 木材需給バランスの最適化を目指した森林資源（大径材）の活用

課題⑤ 木材に関わる新たなサプライチェーンの構築

（３）愛知県の2050年以降の社会を見据えた木材利用の持続的発展
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（１）ESG 投資からインパクト投資へ、成長産業としての林業・木材産業 

（対応課題 全項目） 

世界的に ESG 投資が活発化しており、林業・木材産業も対象となりつつあ

りますが、国内においてはまだそうした動きは顕著ではありません。本県に

おいては、市場や投資家のニーズに応え、資金を受け入れるためにも、全国

に先駆けて林業・木材産業の収益性を向上させるべく変革を促していく必

要があります。 

さらに近年では、社会・環境へのポジティブなインパクトを与え、かつ財

務的リターンの達成を同時に実現するインパクト投資が注目されており、

2050 年の時点では既に社会に浸透していると推測されます。森林を対象と

したインパクト投資は既に海外では定着しつつあり、産業の盛んな本県は

全国的にも先進地域として取り組む必要があります。 

その際にポイントとなるのが収益性

の明確化です。植林時の初期投資から伐

採までの育林経費、間伐・主伐収益を総

合的に検証し、収益率を高め、明らかに

することが求められます。さらに、CO2固

定といった環境貢献度等を数値化して

加えた上で他の投資案件と比較ができ

れば、林業・木材産業も有効な ESG 銘柄

として投資を呼び込む可能性が開けます。 

 

<取組内容＞ 

・森林関連の ESG 投資・インパクト投資等の浸透に合わせて、それに対応

するための森林経営が見える化される仕組みの構築 
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投資家 インパクト投資に関連
する森林・林業の金融
商品 

投資企業 

投資 投資 

リターン 

製品・サービス 
の提供 

リターン リターン 
マーケット 

カーボンニュートラル 
国土保全 

持続可能な森林経営 森林・林業とインパクト投資のイメージ 

インパクト投資の投資先分野 
出典：GIIN「GIIN Annual Impact Investor Survey 2020」 
（https://thegiin.org/research/publication/impinv-survey-2020） 
出典：一般財団法人社会変革推進財団（SIIF）「『インパクト投資』 
-その意義と推進-」から作成 

運
用
資
産
額
の
割
合 

回
答
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数
の
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合 
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（２） 木造建築の熟成期と日本の木の文化の再興（対応課題 全項目） 

 

短期～中期の施策を踏まえて、中低層規模の非住宅建築物の木造化が浸

透している状況が見込まれ、コスト、技術、デザインのいずれの側面でも

木造建築が一般に浸透している時期になっていると予想されます。建築物

は木造、S 造、RC 造が用途や条件に応じて使い分けられ、ベストミックス

が達成されている時期であると言えます。 

木造が特別な存在ではなく、広く建築の一般的な選択肢となり、事業者、

生活者等による木材への理解が深くなることで、寺社仏閣といった歴史的

木造建築物や、古来から日本に根付いていた木の文化が改めて見直される

とともに、海外からも注目され、日本の木造建築技術や木の文化が海外へ

輸出されることも期待されます。 

新旧の木づかいが本県において、さらに深まっていくことが期待されま

す。 

 

 

<取組内容＞  

・都市部等において耐用年数を超えた建築物が木造建築物に転換すること

を想定し、将来需要への対応を準備していく。 

・木造建築における構造的な弱点の解消

や、さらなる工期短縮を可能とするため

の新たな建材、技術、工法の開発支援を

進める。 

・日本が培ってきた木造建築の技術を木材

加工機等とともに輸出産業として育成

する。 
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（３）愛知県の 2050 年以降の社会を見据えた木材利用の持続的発展 

（対応課題 全項目） 

本県の木材利用の 2050 年の目指す姿である「すべての県民が木材の良さ

を享受でき、積極的に森林と関わっている社会」「木材利用を進める仕組み

が確立され、民間部門において自発的に木材利用に取り組む社会」「森林の

成長量に見合った県産木材が生産されている持続可能な社会」「木材にかか

わる事業者全体で最大利益となるサプライチェーンが確立されている社会」

が、この先 50 年、100 年と持続的に発展していくための対応策をとってい

く必要があります。 

常に社会のあり様は変化していきます。本県の「社会構造や産業構造」「人

口構成」「県民のライフスタイルや志向」「環境や安全等の社会的要請」とい

った要素を深く捉え、分析しながら、そこに木材利用がどのように関わって

いくかを考えていきます。 

 

<取組内容＞ 

・2050 年の「本県の目指す姿」から 50 年先、100 年先の未来を県民目線、

社会構造、技術の進化等を組み合わせながら描き、そこに木材利用が貢献

するためのロードマップの作成。 

・上記のロードマップに則った、健全な愛知県の森林の姿を描き、森林計画、

林業・木材産業の成長産業化、県民による木材利用促進の戦略の立案を行

う。 
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2075 年 

2050 年 

人口減少 

環境問題 

高齢社会 

AI、ネットワーク化 

家族像の変化 

働き方改革 ライフスタイルの変化 

2150 年 

2050 年から 50 年、100 年先の未来を描くロードマップの作成 
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